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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の人の名前およびアドレス情報を記憶するアドレス帳を有する携帯通信端末であっ
て、
　前記アドレス帳に記憶された各人の名前、アドレス情報、および、前記各人の名前、電
話番号、電子メールアドレスと異なる情報であって、前記各人に関連する情報であるメモ
情報を、当該人の顔認識を行うための顔特徴点データに対応付けて記憶する記憶部と、
　顔画像データを入力する顔画像データ入力部と、
　前記顔画像データに基づき顔特徴点データを生成する生成部と、
　前記生成部が生成した前記顔特徴点データを、前記記憶部に記憶された前記顔特徴点デ
ータと照合して、一致する顔特徴点データがあった場合、当該顔特徴点データを検出する
照合部と、
　前記照合部により、一致する顔特徴点データが検出された場合、当該顔特徴点データに
対応付けられた前記メモ情報をユーザに通知し、その後、ユーザからの指示に応じて、当
該顔特徴点データに対応付けられた前記名前および前記アドレス情報の少なくとも一部を
ユーザに通知する通知部と、
を含む携帯通信端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯通信端末において、
　前記メモ情報の中には、前記携帯通信端末のユーザと、前記複数の人各々との関係を示
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す情報が含まれる携帯通信端末。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の携帯通信端末において、
　前記顔画像データ入力部は内蔵されたカメラであって、前記顔画像データは当該カメラ
から入力される携帯通信端末。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の携帯通信端末において、
　前記顔画像データ入力部は、外部のカメラから入力された前記顔画像データを近距離無
線通信または有線通信により入力する携帯通信端末。
【請求項５】
　複数の人の名前およびアドレス情報を記憶するアドレス帳を有する携帯通信端末を制御
するためのコンピュータを、
　前記アドレス帳に記憶された各人の名前、アドレス情報、および、前記各人の名前、電
話番号、電子メールアドレスと異なる情報であって、前記各人に関連する情報であるメモ
情報を、当該人の顔認識を行うための顔特徴点データに対応付けて記憶する記憶手段、
　顔画像データを入力する顔画像データ入力手段、
　前記顔画像データに基づき顔特徴点データを生成する生成手段、
　前記生成手段が生成した前記顔特徴点データを、前記記憶手段に記憶された前記顔特徴
点データと照合して、一致する顔特徴点データがあった場合、当該顔特徴点データを検出
する照合手段、
　前記照合手段により、一致する顔特徴点データが検出された場合、当該顔特徴点データ
に対応付けられた前記メモ情報をユーザに通知し、その後、ユーザからの指示に応じて、
当該顔特徴点データに対応付けられた前記名前および前記アドレス情報の少なくとも一部
をユーザに通知する通知手段、
として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯通信端末に関し、とくに、アドレス帳を有する携帯通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータにより人物の顔を認識し、誰の顔であるかを判断する顔認識技術が
広く用いられるようになっている。特許文献１（特開２００７－１５７０２２号公報）に
は、携帯電話端末を用いて、ドアの開放を制御して、人の入場を管理する入場管理システ
ムが記載されている。当該文献には、ユーザが所持する携帯電話端末がカメラによってユ
ーザを含む画像を撮影した画像データを生成し、生成した画像データから特徴データを生
成し、生成した特徴データを記憶手段へ記憶する技術が記載されている。また、当該文献
には、ドア制御装置が、携帯電話端末から出力される特徴データを含む無線データを受信
し、連動カメラに撮影指示情報を送信し、連動カメラから送信される画像データを受信し
、受信した画像データから特徴データを生成し、その特徴データと携帯電話端末から受信
した特徴データとが一致するか否かを判定し、一致する場合にドアを開放させる技術が記
載されている。
【０００３】
　特許文献２（特開昭６３－８５９７９号公報）には、端末を操作するオペレータの顔の
イメージを撮像入力する手段と、入力されたイメージ画像から顔の特徴を抽出する手段と
、予め登録されている顔の特徴情報と上記入力イメージから抽出された顔の特徴とを比較
して、オペレータを個人照合する手段とを含むワークステーションが記載されている。
【０００４】
　しかし、特許文献１および特許文献２においては、個人認証の手段として顔認識技術が
用いられているだけであり、その他の機能には利用されていない。
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【０００５】
　ところで、近年、携帯電話端末等の携帯通信端末には、電話番号やメールアドレス等の
アドレス情報を記憶するアドレス帳がついている。アドレス帳には、その携帯通信端末の
ユーザの知人等の名前およびアドレス情報等種々の情報が記憶されている。特許文献３（
特開２００２－９２０１３号公報）には、携帯電話に発信先の顔画像データを発信先識別
データと対応付けて電話帳メモリに記憶し、表示対象となる登録者氏名の５０音順等で顔
画像データを表示し、発信先を検索する際に顔画像データが選択されることにより対応す
る発信先識別データが選択されるようにした技術が記載されている。これにより、文字デ
ータを表示して発信先を選択する場合に比べて、認識しやすい顔画像データが表示され、
発信先への検索が容易となるとされている。
【特許文献１】特開２００７－１５７０２２号公報
【特許文献２】特開昭６３－８５９７９号公報
【特許文献３】特開２００２－９２０１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　携帯通信端末は、ユーザが常に持ち歩くものであり、携帯通信端末のアドレス帳に記憶
された情報はユーザにとって有用な情報源となり得るものである。しかし、従来、アドレ
ス帳の情報は、ユーザが電話をかけたりメールを送信したりする際に参照される程度で、
それ以外に充分に活用できるようになっていなかった。
【０００７】
　たとえば、ユーザが外出先で久しぶりに知人に偶然遭遇したような場合、その知人の名
前を思い出せないことがある。知人の名前を思い出せないと、スムーズな会話ができず、
相手に不快感を与える等のトラブルが発生することもある。そのような場合に、その知人
の情報がアドレス帳に記載されている可能性があり、アドレス帳を見れば知人の名前を思
い出してスムーズな会話ができ、トラブルを回避することができるかも知れない。しかし
、その人の目の前でアドレス帳の情報を順次見ていくわけにはいかず、結局知人の名前を
思い出せないまま会話を続けざるを得ないことがある。特許文献３に記載の技術でも、発
信先を選択する際にユーザが認識しやすいようにするために顔画像データを表示するよう
にしただけであり、知人の情報を見るためには、アドレス帳の情報を順次見ていく必要が
ある。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、携帯通信端
末に記憶されたアドレス帳の情報をユーザが簡単に活用できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、
　複数の人の名前およびアドレス情報を記憶するアドレス帳を有する携帯通信端末であっ
て、
　前記アドレス帳に記憶された各人の名前およびアドレス情報を、当該人の顔認識を行う
ための顔特徴点データに対応付けて記憶する記憶部と、
　顔画像データを入力する顔画像データ入力部と、
　前記顔画像データに基づき顔特徴点データを生成する生成部と、
　前記生成部が生成した前記顔特徴点データを、前記記憶部に記憶された前記顔特徴点デ
ータと照合して、一致する顔特徴点データがあった場合、当該顔特徴点データを検出する
照合部と、
　前記照合部により、一致する顔特徴点データが検出された場合、当該顔特徴点データに
対応付けられた前記名前および前記アドレス情報の少なくとも一部をユーザに通知する通
知部と、
を含む携帯通信端末が提供される。
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【００１０】
　本発明によれば、
　複数の人の名前およびアドレス情報を記憶するアドレス帳を有する携帯通信端末を制御
するためのコンピュータを、
　前記アドレス帳に記憶された各人の名前およびアドレス情報を、当該人の顔の顔認識を
行うための顔特徴点データに対応付けて記憶する記憶手段、
　顔画像データを入力する顔画像データ入力手段、
　前記顔画像データに基づき顔特徴点データを生成する生成手段、
　前記生成手段が生成した前記顔特徴点データを、前記記憶手段に記憶された前記顔特徴
点データと照合して、一致する顔特徴点データがあった場合、当該顔特徴点データを検出
する照合手段、
　前記照合手段により、一致する顔特徴点データが検出された場合、当該顔特徴点データ
に対応付けられた前記名前および前記アドレス情報の少なくとも一部をユーザに通知する
通知手段、
として機能させるプログラムが提供される。
【００１１】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、携帯通信端末に記憶されたアドレス帳の情報をユーザが簡単に活用で
きるようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１４】
　以下の実施の形態において、携帯通信端末が携帯電話端末である場合を例として説明す
る。携帯通信端末は、携帯電話端末の他、たとえばＰＤＡ（Personal Digital Assistant
s）やＰＨＳ（Personal Handyphone System）等とすることができる。
【００１５】
（第１の実施の形態）
　近年、携帯電話端末には、カメラが内蔵されているものも多く普及している。そのため
、携帯電話端末に内蔵されたカメラを用いて、目の前にいる人の写真を撮ったりすること
ができるようになっている。本実施の形態において、携帯電話端末が電話帳（アドレス帳
）およびカメラを有する例を説明する。
【００１６】
　本実施の形態においては、予め電話帳に記憶された各人の名前およびアドレス情報を、
各人の顔特徴点データに対応付けて記憶しておく。たとえば偶然遭遇した人の名前が思い
出せない等の場合に、ユーザがその人の方に携帯電話端末のカメラをかざして内蔵された
カメラで顔画像データを取得すると、携帯電話端末は、その顔画像データに基づき、顔特
徴点データを生成する。次いで、携帯電話端末は、生成した顔特徴点データを予め記憶さ
れた顔特徴点データと照合することにより、対応する電話帳の名前およびアドレス情報を
読み出し、その名前およびアドレス情報をディスプレイに表示したり音声で通知したりす
る。これにより、ユーザは、出会った人の名前等が思い出せない場合でも、その人の顔画
像データを取得するだけで、その人本人に聞くことなくその人の名前等を把握することが
できる。
【００１７】
　図１は、本実施の形態における携帯電話端末の構成を示すブロック図である。
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　携帯電話端末１００は、音声出力部（通知部）１０、表示部（通知部）２０、ＲＯＭ３
０、作業用メモリ４０、制御部５０、カメラ（顔画像データ入力部）６０、および操作部
７０を含む。ＲＯＭ３０は、電話帳データ部（記憶部）３２を含む。作業用メモリ４０は
、ＲＡＭにより構成することができ、一時的に必要とされるデータを格納する。
【００１８】
　音声出力部１０は、種々の情報を音声で出力する。表示部２０は、各種情報を表示する
。操作部７０は、ユーザからの操作を受け付ける。カメラ６０は、顔画像データを入力す
る。ここで、顔画像データとは、人の顔にレンズを向けたときに、レンズから入ってきた
光をＣＣＤ（Charged Coupled Device）等の受光素子で受け、デジタル変換したデータと
することができる。
【００１９】
　電話帳データ部３２は、複数の人の名前およびアドレス情報を、各人の顔の顔特徴点デ
ータに対応付けて記憶する。顔特徴点データとしては、公知の種々の技術を用いることが
できるが、たとえば目、眉、口等の位置情報等を用いることができる。
【００２０】
　図２は、電話帳データ部３２の内部構成であるデータテーブルを示す図である。
　電話帳データ部３２は、メモリ番号欄、氏名欄、電話帳データ欄、および顔特徴点デー
タ欄とを含む。メモリ番号欄には、各電話帳データに固有に割り振られる番号が記憶され
る。氏名欄には、アドレス情報の対象人物の名前や名称が記憶される。電話帳データ欄に
は、電話番号、メールアドレス、住所等のアドレス情報が記憶される。顔特徴点データ欄
には、各アドレス情報の対象人物の顔画像データに基づき生成された顔特徴点データが記
憶される。なお、顔特徴点データは、電話帳データ部３２のメモリ番号、氏名、電話帳デ
ータのいずれかと対応付けて記憶されていればよく、物理的に同じメモリに記憶されてい
なくてもよい。
【００２１】
　図１に戻り、制御部５０は、ＣＰＵ５１、顔特徴点データ生成部（生成部）５２、およ
び照合部５３を含む。ＣＰＵ５１は、携帯電話端末１００全体の制御を行う。顔特徴点デ
ータ生成部５２は、カメラ６０から入力した顔画像データから顔特徴点データを生成する
。顔特徴点データ生成部５２が生成した顔特徴点データは、作業用メモリ４０に一時的に
格納される。
【００２２】
　照合部５３は、顔特徴点データ生成部５２が生成した顔特徴点データを、電話帳データ
部３２に記憶された顔特徴点データと照合して、一致する顔特徴点データがあった場合、
当該顔特徴点データを検出する。照合部５３は、たとえば、顔特徴点データにおける目、
眉、口等の位置情報に基づき顔の向きを推定し、顔の向きに応じて顔特徴点データの一致
度合いを判断するようにすることもできる。
【００２３】
　表示部２０は、照合部５３により、一致する顔特徴点データが検出された場合に、当該
顔特徴点データに対応付けられた名前およびアドレス情報を表示する。また、音声出力部
１０が名前およびアドレス情報を音声で出力してもよい。ここで、名前およびアドレス情
報の一部のみを通知するようにしてもよく、全部を通知するようにしてもいずれでもよい
。
【００２４】
　図３は、本実施の形態における携帯電話端末１００の処理手順を示すフローチャートで
ある。
　ユーザが目の前にいる人の顔画像データに基づき、電話帳からその人の名前やアドレス
情報の検索を行いたいとき、ユーザは、操作部７０を操作して、顔特徴点データ照合処理
を指示する。ユーザにより、顔特徴点データ照合処理の指示があると（Ｓ１００のＹＥＳ
）、カメラが起動される（Ｓ１０２）。なお、ステップＳ１００とステップＳ１０２の処
理は逆の順序で行ってもよく、カメラを起動した状態で顔特徴点データ照合処理の指示を
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行うようにしてもよい。たとえば、携帯電話端末１００のユーザが、カメラ６０を起動し
た状態で、対象者にカメラ６０を向け、写真の撮影ではなく、顔特徴点データ照合処理用
のボタンを押下するようにしてもよい。
【００２５】
　カメラ６０が顔画像データを入力すると、顔特徴点データ生成部５２は、顔画像データ
に基づき、顔特徴点データを生成する（Ｓ１０４）。顔画像の認識が行えない場合は、エ
ラー通知を行ったり、認識が行える場合は処理中である通知を行ったりすることができる
。顔特徴点データ生成部５２が生成した顔特徴点データは、作業用メモリ４０に格納され
る。
【００２６】
　照合部５３は、作業用メモリ４０に格納された対象者の顔特徴点データを、電話帳デー
タ部３２に記憶された顔特徴点データと照合する（Ｓ１０６）。一致する顔特徴点データ
があった場合（Ｓ１０８のＹＥＳ）、照合部５３は、一致した顔特徴点データに対応付け
られた登録者の氏名や電話帳データ等の情報を読み出す。表示部２０または音声出力部１
０は、照合部５３が読み出した情報をユーザに通知する（Ｓ１１０）。たとえば、携帯電
話端末１００にイヤホンが接続されている場合には、音声での通知も行うようにすること
ができる。
【００２７】
　図４は、表示部２０に表示される情報の一例を示す図である。
　たとえば、図３のステップＳ１０４で生成された顔特徴点データが、図２を参照して説
明した電話帳データ部３２に記憶されたメモリ番号「００１」の顔特徴点データ「データ
００１」と一致したとする。この場合、照合部５３は、電話帳データ部３２から、一致し
た顔特徴点データ「データ００１」に対応付けられた氏名「鈴木一郎」および電話帳デー
タの電話番号「ＸＸＸ－ＹＹＹＹ－１１１１」、メールアドレス「１１＠ｘ．ｍａｉｌ．
ｃｏｍ」等を読み出す。表示部２０は、これらの情報を表示する。
【００２８】
　一方、図３のステップＳ１０８で、一致する顔特徴点データがない場合（Ｓ１０８のＮ
Ｏ）、照合部５３は、音声出力部１０または表示部２０を介して一致する顔特徴点データ
がないことをユーザに通知するとともに、当該対象者のデータを電話帳データ部３２に登
録するか否かを問い合わせる（Ｓ１１２）。ユーザから登録の指示があると（Ｓ１１２の
ＹＥＳ）、電話帳への登録を行う（Ｓ１１４）。このように、新たな顔特徴点データを電
話帳データ部３２に登録することにより、次回からの検索をより行いやすくすることがで
きる。一方、ステップＳ１１２において、ユーザからの登録の指示がない場合（Ｓ１１２
のＮＯ）、そのまま処理を終了する。
【００２９】
　以上のように、本実施の形態の携帯電話端末によれば、携帯通信端末に基本的に備わっ
ている電話帳（アドレス帳）の名前およびアドレス情報と、各人の顔の顔特徴点データと
を対応付けて記憶しておくだけで、ユーザが電話帳の情報を簡単に活用できるようにする
ことができる。
【００３０】
　電話帳の情報として、人の顔画像データも記憶するという機能は、たとえば特許文献３
にも記載されたように、近年の多くの携帯電話端末に搭載されている。しかし、従来、顔
画像データに基づき生成した顔特徴点データを検索キーとして電話帳を検索して名前等が
わからない人を探し出すという機能は搭載されていなかった。本実施の形態における携帯
電話端末１００によれば、たとえば、ユーザが外出先等で久しぶりに知人に偶然遭遇して
その知人の名前を思い出せないときでも、簡単な操作で、リアルタイムにその人の名前や
アドレス情報を通知するようにすることができる。すなわち、ユーザが携帯電話端末１０
０の内蔵されたカメラを用いてその人の顔画像データを取得するだけで、顔特徴点データ
をキーとして、電話帳から該当する人の名前およびアドレス情報を検索することができる
ので、容易に相手の名前等を把握することができる。これにより、ユーザが知人の名前を
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思い出せない場合のトラブルを回避することが可能となる。また、認知症等、記憶力が低
下して顔が覚えられない病気等の場合でも、人の名前を把握できるようにすることができ
る。
【００３１】
　このように、本実施の形態における携帯電話端末１００によれば、従来は自分で記憶す
る、またはメモしておく等の手段しかなかった人の顔を覚えるという部分を、普段持ち歩
いている携帯電話端末のような携帯通信端末を用いて簡単に行えるようにすることができ
る。また、認知症等、記憶力が低下する等の症状がある人の介護機能としても有用に用い
ることができる。
【００３２】
　さらに、本実施の形態における携帯電話端末１００によれば、顔画像データそのものを
電話帳に登録するのではなく、顔画像データに基づき生成される顔特徴点データを登録す
るので、肖像権の問題になるような写真データを保持する必要もない。
【００３３】
　また、本実施の形態における携帯電話端末１００によれば、顔特徴点データのみを保存
すればよいため、顔画像データよりもデータ量を少なくすることができ、保存容量の小さ
い携帯電話端末においても、多数の人の顔特徴点データを保存するようにすることができ
る。これにより、人物を検索するためのデータをサーバ等に保存しておく必要がなく、検
索時にネットワークを介してサーバ等にアクセスする必要もなく、通信料が余計にかかる
ということもない。ただし、本発明において、従来の電話帳にある顔画像データを登録す
るという機能を排除するものではない。
【００３４】
　さらに、顔画像データを取得するのではなく、顔特徴点データを取得するだけでよいた
め、写真をとる必要もない。そのため、写真をとるとシャッター音がなるような携帯通信
端末を用いている場合でも、シャッター音をならすことなく相手の検索を行うことができ
る。
【００３５】
（第２の実施の形態）
　近年、携帯電話端末には、赤外線やブルートゥース等の近距離通信機能を有するものも
ある。そのため、携帯電話端末にカメラが内蔵されていなくても、他のカメラで撮影した
写真を近距離通信により携帯電話端末にその場で転送することも可能である。
【００３６】
　本実施の形態においては、顔画像データを携帯電話端末に内蔵されたカメラではなく外
部のカメラで取得して、近距離通信等により顔画像データを取得する点で第１の実施の形
態と異なる。携帯電話端末に内蔵されたカメラを用いて相手の顔画像データを取得する場
合、相手に携帯電話端末を向ける必要がある。そのため、相手が不快に思ったり不審に感
じたりする可能性がある。本実施の形態においては、たとえばめがね等にカメラを内蔵し
ておき、そのカメラで取得した相手の顔画像データを携帯電話端末に近距離通信等で転送
して、携帯電話端末において顔特徴点データ照合処理を行うようにする。これにより、自
然な状態で相手の名前やアドレス情報を把握することができる。
【００３７】
　図５は、本実施の形態における携帯電話端末１００およびカメラ２００の構成を示すブ
ロック図である。
　本実施の形態において、携帯電話端末１００は、図１を参照して説明したカメラ６０を
有していてもよく、有していなくてもよい。以下ではカメラ６０を有さない構成を例とし
て示す。携帯電話端末１００は、カメラ６０を有さず、通信部８０を有するという点で図
１に示した例と異なるが、それ以外は同じ構成を有する。カメラ２００も通信部２１０を
有する。通信部２１０と通信部８０とは、たとえば赤外線やブルートゥース等の近距離通
信、または有線通信によりデータの送受信を行う。
【００３８】



(8) JP 4998202 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

　なお、携帯電話端末１００は、図１に示した構成と同様に、カメラ６０を有していても
よい。この場合、携帯電話端末１００は、内蔵されたカメラ６０から入力される顔画像デ
ータとカメラ２００から入力される顔画像データのいずれを用いるかを選択する選択部を
有する構成とすることができる。このようにしておけば、状況に応じて、携帯電話端末１
００に内蔵されたカメラ６０と外部のカメラ２００のいずれから入力される画像データを
用いるかを設定することができ、より自然に照合処理を行うことができる。
【００３９】
　本実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の効果が得られる。
【００４０】
（第３の実施の形態）
　本実施の形態において、照合部５３が照合したアドレス情報をそのままユーザに通知す
るのではなく、検出されたアドレス情報をクイズ形式のようにしてユーザに通知する点で
第１の実施の形態および第２の実施の形態と異なる。
【００４１】
　本実施の形態において、電話帳データ部３２には、図２を参照して説明した情報に加え
て、メモ等を記憶するようにすることができる。図６は、本実施の形態における電話帳デ
ータ部の内部構成であるデータテーブルを示す図である。電話帳データ部３２は、図２に
示した構成に加えて、メモ欄をさらに含む。
【００４２】
　本実施の形態において、第１の実施の形態において図３を参照して説明したステップＳ
１０８までは、第１の実施の形態と同様の処理が行われる。ステップＳ１０８において、
一致する顔特徴点データがあった場合（Ｓ１０８のＹＥＳ）、照合部５３は、一致した顔
特徴点データに対応付けられた登録者の氏名や電話帳データ、ならびにメモ等の情報を読
み出す。表示部２０または音声出力部１０は、照合部５３が読み出した情報をそのままユ
ーザに通知するのではなく、たとえばメモ欄の情報のみ、住所のみ等、予め設定された一
部の情報のみをユーザに通知する。
【００４３】
　ユーザへの通知は、たとえば携帯電話端末１００にインストールされたゲームのような
アプリケーションを利用して、クイズ形式で行うようにしてもよい。これにより、ユーザ
にゲーム感覚で人の名前等を思い出させるようにすることができ、脳のトレーニングに用
いることもできる。図７は、本実施の形態において表示部２０に表示される情報の一例を
示す図である。ここでは、電話帳データ部３２のメモ欄の情報のみが表示され、それとと
もに「詳細」ボタン２２が表示される。ユーザが「詳細」ボタン２２を選択すると、図４
に示したのと同様に、電話帳データ部３２の氏名、および電話帳データの電話番号、メー
ルアドレス等が表示される。
【００４４】
　本実施の形態においても、第１の実施の形態と第２の実施の形態と同様の効果が得られ
る。さらに、ユーザが脳のトレーニングを行うようにすることもできる。
【００４５】
　なお、図１および図５において、本発明の本質に関わらない部分の構成については省略
してある。図１に示した携帯電話端末１００の各構成要素は、ハードウエア単位の構成で
はなく、機能単位のブロックを示している。携帯電話端末１００の各構成要素は、任意の
コンピュータのＣＰＵ、メモリ、メモリにロードされた本図の構成要素を実現するプログ
ラム、そのプログラムを格納するハードディスクなどの記憶ユニット、ネットワーク接続
用インタフェースを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現され
る。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解さ
れるところである。
【００４６】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
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　たとえば、顔特徴点データを電話帳データ部３２に登録しておくことにより、顔認識技
術を用いて携帯電話端末１００内に保存された写真に写っている人の照合を行い、写真デ
ータの整理を行う機能に活用することもできる。たとえば、携帯電話端末１００内に保存
された写真データに基づき、顔特徴点データを生成し、その顔特徴点データを、電話帳デ
ータ部３２に登録された顔特徴点データと照合して、一致する顔特徴点データがあった場
合、当該顔特徴点データに対応付けられた名前等の情報に基づき、写真データのファイル
名をリネームしたり、各人毎にフォルダを生成して振り分ける等の処理を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施の形態における携帯電話端末の構成の一例を示すブロック図である
。
【図２】電話帳データ部の内部構成であるデータテーブルの一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における携帯電話端末の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図４】表示部に表示される情報の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における携帯電話端末の構成の他の例を示すブロック図であ
る。
【図６】電話帳データ部の内部構成であるデータテーブルの他の例を示す図である。
【図７】表示部に表示される情報の他の例を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
１０ 音声出力部
２０ 表示部
２２ 詳細ボタン
３２ 電話帳データ部
４０ 作業用メモリ
５０ 制御部
５２ 顔特徴点データ生成部
５３ 照合部
６０ カメラ
７０ 操作部
８０ 通信部
１００ 携帯電話端末
２００ カメラ
２１０ 通信部
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